
平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

五

二

三

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
二
三
号

平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
大
使
館
及
び
総
領
事
館
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
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使
館
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す
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一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
の
外
務
省
の
執
務
参
考
資
料
で
あ
る
便
宜
供
与
事
務
処
理
要
領
の
便
宜
供
与
取
扱
基
準
に
お
い
て
は
、

Ａ
Ａ
、
Ｂ
Ｂ
、
Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｇ
Ｇ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｈ
Ｈ
、
Ｄ
Ｄ
、
Ｔ
Ｔ－

Ｘ
Ｘ
及
び
Ｔ
Ｔ
の
分
類
を
設
け
て
お
り
、
次
の
と
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
該
当
す
る
者
を
例
示
し
て
い
る
。

（一）
Ａ
Ａ

皇
族
、
総
理
、
国
務
大
臣
、
衆
・
参
両
院
議
長
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
特
派
大
使
及
び
前
・
元
総
理

（二）
Ｂ
Ｂ

衆
・
参
両
院
副
議
長
、
衆
・
参
両
院
正
式
派
遣
議
員
団
、
党
公
式
派
遣
議
員
団
、
各
府
省
副
大
臣
・
大
臣
政
務
官
、
前
・

元
衆
・
参
両
院
議
長
、
衆
・
参
両
院
常
任
委
員
会
委
員
長
、
前
・
元
国
務
大
臣
、
最
高
裁
判
所
判
事
、
都
道
府
県
知
事
、
政

令
指
定
都
市
市
長
及
び
民
間
経
済
四
団
体
の
長

（三）
Ｃ
Ｃ

一



衆
・
参
両
院
議
員
、
各
府
省
事
務
次
官
、
各
府
省
局
部
長
、
外
局
の
長
等
指
定
職
の
者
、
特
別
職
給
与
法
別
表
第
一
に
掲

げ
る
者
で
Ａ
Ａ
又
は
Ｂ
Ｂ
の
指
定
を
受
け
な
い
者
、
都
道
府
県
議
会
議
長
、
政
令
指
定
都
市
市
議
会
議
長
、
特
殊
法
人
の
長
、

独
立
行
政
法
人
の
長
及
び
審
議
会
等
の
長

（四）
Ｃ
Ｃ－
Ｇ
Ｇ

各
府
省
課
長
級
（
七
級
以
上
）
、
都
道
府
県
副
知
事
、
出
納
長
及
び
都
道
府
県
議
会
副
議
長

（五）
Ｃ
Ｃ－

Ｈ
Ｈ

そ
の
他
の
国
家
公
務
員
（
六
級
以
下
）

（六）
Ｄ
Ｄ

地
方
公
務
員
、
地
方
議
会
議
員
及
び
公
益
を
目
的
と
す
る
法
人
・
団
体
等
の
職
員

（七）
Ｔ
Ｔ－

Ｘ
Ｘ

（一）
か
ら
（六）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
取
り
あ
え
ず
通
報
の
み
を
行
う
に
留
め
る
が
、
追
っ
て
本
人
か

ら
要
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
し
か
る
べ
く
便
宜
供
与
を
行
う
も
の

（八）
Ｔ
Ｔ

二



（一）
か
ら
（六）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
参
考
ま
で
に
通
報
の
み
を
行
う
も
の

二
に
つ
い
て

大
使
館
及
び
総
領
事
館
が
行
う
便
宜
供
与
の
分
類
に
つ
い
て
は
差
異
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
一
に
つ
い
て
で

述
べ
た
（一）
か
ら
（八）
ま
で
の
分
類
に
従
っ
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

三


